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１ 職業訓練の政策的位置づけ、必要性

（１）教育訓練市場における位置づけと役割

① 教育訓練市場の全体像（推計）
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教育訓練市場の全体像（推計）

労働者
約7,700億円※

41.9%

○ 国
機構への交付金・補助金
都道府県への交付金・補助金
教育訓練給付金
民間団体等への補助金 等

【うち機構】
施設内訓練、委託訓練、ｷｬﾘｱ形成促進助成金 等

○ 都道府県
公共職業訓練経費

○ 企業
OFF-JT、自己啓発支援 等

○ 労働者
自己啓発 等

国

1,548億円※

8.5%都道府県

287億円※

1.6%

※ 教育訓練市場の各セクターの支出を基に整理。以下のとおり算出・推計の根拠

が異なるものを、大まかな全体像を捉えるため、便宜上合算し整理。
・ 国、都道府県関係分：平成19年度厚生労働省予算、公共職業訓練経費に係る

都道府県拠出分については平成18年度実績

・ 労働者：厚生労働省「平成18年度能力開発基本調査」、総務省「労働力調査」
（平成18年平均）、矢野経済研究所「教育産業市場調査結果2007」を元に推計

・ 企業：厚生労働省「平成18年就労条件総合調査」、総務省「労働力調査」（平成
17年平均）を元に推計

約1兆
8,300億円

うち機構

1,018億円※

5.6%

１－（１）－①

企業
約8,800億円※

48.0%
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教育訓練実施機関の特徴

出典：労働政策研究・研修機構「日本の職業能力開発と教育訓練基盤の整備」（2007）等より作成
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野 大学等（短大・高専を含む）

教養(44.3%)、資格取得(10.8%)、ＯＡ(9.0%)等／施設数766／民間教育
訓練事業収入に占める構成比5.3%／主に平日夜間、土日

都道府県
地域人材ニーズに対応した訓練（溶接、造園、
自動車整備等）／施設数187校／主に平日日中

公益法人等
技術技能(25.1%)、資格取得(20.5%)、OA(12.4%) 
等／施設数2,650／民間教育訓練事業収入に占め
る構成比11.5%／主に平日日中

専修学校等

委託訓練

教育訓練企業
資格取得(33.1%)、ＯＡ(26.8%)、技術技能(7.4%)等／施設数4,351／民間教育訓
練事業収入に占める構成比72.6%／主に平日夜間、土日

OA(24.0%)、資格取得(23.3%)、教養(13.9%)等／施設数2,142／民間教育訓練事業収
入に占める構成比5.3%／主に平日日中

１－（１）－②

経営者団体
OA(16.9%)、経理財務(16.4%)、技術技能(10.4%)等／施設数5,196／民
間教育訓練事業収入に占める構成比5.4%／主に平日日中

雇用・能力開発機構
ものづくり分野を中心に高度な職業訓練（金属加工科、電気
設備科、電子技術科等） ／施設数86校／主に平日日中
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各国における訓練プログラムへの公的支出（対ＧＤＰ比）１－（１）－③

出典：OECD「Employment Outlook」

注１：日本における職業訓練投資額の内訳は、①公共職業訓練に要する経費、②キャリア形成促進助成金、③介護労働者のための能力
開発の実施、④企業における職業能力開発実施に対する援助、⑤認定職業訓練助成事業費補助金、⑥人材高度化能力開発助成
金等となっており、国の予算を元に算出している。

注２：諸外国においても、原則、地方自治体の予算を含まず、国の予算を元に算出している。（原典において、例外として、次の記載あり。
フランス：訓練手当を含む。ドイツ：州法による支出を含む。）
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（２）雇用対策における位置づけと役割
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雇用対策法（昭和41年法律第132号）における職業訓練の位置付け

○国の雇用施策における職業訓練の位置付け

職業訓練に関する施策の充実は、国が、雇用に関して総合的に講ずる施策に位置付けられている。

〔国の施策（第４条）に掲げられている事項〕

１ 職業指導及び職業紹介の充実

２ 職業訓練及び職業能力検定の充実

３ 就職困難者の職業転換等の援助

４ 事業活動の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者の再就職促進

５ 女性の就業の促進

６ 若者の雇用の促進

７ 高年齢者の継続雇用制度等の導入、能力等に応じた就業

８ 障害者の職業生活における自立促進

９ 不安定雇用（季節労働者、派遣労働者等）に係る雇用形態の改善等

１０ 外国人の雇用管理の改善・再就職促進

１１ 雇用機会が不足している地域等における労働者の雇用促進

１２ 上記外の雇用管理の改善その他労働者の能力の発揮に必要な施策

二 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の

進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこ
れに関する知識を習得し、これらにふさわしい評
価を受けることを促進するため、職業訓練及び職
業能力検定に関する施策を充実すること。

○職業訓練の充実

職業訓練に関する施策の充実については、第16条において、下記のとおり、規定されている。

（職業訓練の充実）

第16条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び

資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。

２ 国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓

練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。

１－（２）－①
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雇用政策基本方針（概要）（平成20年2月29日厚生労働省告示第40号）

本格的な人口減少に伴う労働力人口不足の懸念、グローバル化や技術革新等がもたらした課題を乗り越え、

経済社会の持続的な発展を強固なものとし、人々の「雇用・生活の安定」を確保するため、「安定の確保」、「多様

性の尊重」、「公正の確保」を基軸とし、当面5年程度の間、以下の雇用政策を強力に推進

～すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の実現～

（１） 誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現
・若者の雇用・生活の安定と働く意欲・能力の向上

→フリーター、派遣労働者などの不安定就労者の正社員就職支援、若者の働く意欲を高める「若者自立塾」の実施、等

・女性のキャリアの継続と再就職等の実現

→保育サービスの充実、短時間勤務制度などの柔軟な働き方の環境整備、マザーズハローワークにおける就職支援、等

・いくつになっても働ける社会の実現

→年齢制限禁止の徹底、70歳まで働ける企業の普及、シルバー人材センターによる多様な就業や地域参加の機会の確保、等

・障害者等への支援

→障害者の雇用機会の拡大、福祉から雇用への移行に向けた総合的取組、母子世帯等に対する「チーム支援」の強化、等

・地域における雇用創出の推進

→雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における雇用創出支援、U・Ｉターンの促進、等

・労働力需給調整機能の強化

→労働者派遣事業に係る厳正な指導監督と派遣制度の見直し、セーフティネットとしてのハローワークの機能強化、等

（２） 働く人すべての職業キャリア形成の促進

・職業キャリアを支援するインフラの充実、職業生涯を通じたキャリア支援

→多様な教育訓練システムの充実、キャリア・コンサルティングの普及、経営団体と協力した「ジョブ・カード」制度の普及、等

・専門的・技術的分野の外国人の就業促進と就業環境の改善

→専門的・技術的分野の外国人の就業促進、外国人労働者の雇用管理の改善、外国人研修・技能実習制度の適正化と見

直し、等

・中小企業や福祉・介護分野の人材確保対策

→熟練技能者の技能継承支援、中小企業の人材ニーズに応える教育訓練制度、福祉・介護分野の人材確保、等

（３） 多様性を尊重する「仕事と生活の調和が可能な働き方」への見直し

・仕事と生活の調和が可能な働き方のための企業の取組の促進・支援と労働者に対する意識啓発

・多様な働き方を主体的に選択できる労働環境の整備

→パートの均衡待遇の確保、パート・有期契約労働者の処遇の改善や正社員転換支援、等

雇
用
・生
活
の
安
定
確
保

雇
用
・生
活
の
安
定
確
保
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１－（２）－②
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第２ 今後の雇用政策の基本方針

３ 今後重点的に展開していく具体的な施策の方向性

（２） 働く人すべての職業キャリア形成の促進

① 職業キャリアを支援するインフラの充実

人口減少という局面を迎える中、経済社会の持続的な発展を維持するためには、就業率の向上により、
労働力人口の趨勢的な減少を抑制するほか、一人一人の能力を高めることによって生産性を向上させて
いくことが不可欠であることから、労働市場のインフラ整備の充実を図る。

労働者の職業キャリアの形成は、企業の事業運営において重要なものであり、ＯＪＴが引き続き大きな役
割を果たしていくことから、企業内における職業能力開発に係る支援を進める。加えて、企業外におけるＯ
ＦＦ－ＪＴや自発的な職業能力の開発及び向上も重要性を増していくことから、多様な教育訓練を提供する
教育訓練機関の育成を目指し、民間企業、中小企業団体・業種別団体等の事業主団体、公益法人、大学・
専修学校等の学校等を教育訓練の受け皿として活用すること等により、各機関の特性を活かした教育訓練
機会の確保を図る。

一方、国の責務として、失業者の再就職のための公共職業訓練を実施し、雇用のセーフティネットとして
の役割を果たすとともに、我が国の競争力の源泉であるものづくり分野を担う人材を育成するなど公共職
業訓練の充実を図る。

（以下 略）

雇用政策基本方針（平成20年２月29日厚生労働省告示第40号）（抄）
～すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の実現～

１－（２）－②
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公共職業訓練とは

【対象】 ハローワークの求職者（無料）

【訓練期間】 概ね3月～6月

【機構の主な訓練コース例】
・施設内訓練

民間には実施できないものづくり系を
中心に実施。（CAD／CAM科、テクニカ

ルメタルワーク科、電気設備科 等）

・委託訓練
民間にできるものにおいては、専修学

校、NPO等多様な民間教育訓練機関へ
委託して実施。（ OA事務コース、経理
事務コース 等）

【対象】 高等学校卒業者等

【訓練期間】 1年又は2年

【機構の主な訓練コース例】
民間には実施できないものづくり系を

中心に実施。
（機械加工科、電子技術科、情報技術
科、生産機械システム科 等）

【受講料】
年間３９万円（機構）

国及び都道府県は、その責務として

・ 職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に

対する職業訓練の実施

・ 事業主、事業主団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施

に努めなければならない（職業能力開発促進法第4条2項）こととされており、当該規定を受けて離職者、
在職者及び学卒者に対する公共職業訓練を実施している。

離職者訓練 在職者訓練 学卒者訓練

【対象】 在職労働者

【訓練期間】 概ね2日～3日

【機構の主な訓練コース例】
民間には実施できないものづくり

系を中心に実施。
（TIG溶接コース、フライス盤・NC
旋盤実践技術コース、油圧制御
技術コース 等）

【受講料】
１万５千円（機構の平均受講料）

○ 国は、ものづくり分野を中心に真に高度

なもののみに限定して職業訓練を実施。

○ 都道府県は、地域の人材ニーズを踏ま

え、地域の実情に応じた職業訓練を実施。

○ 国は、職業に必要な高度な技能及び知

識を習得させるための職業訓練を実施。

○ 都道府県は、職業に必要な基礎的な技

能及び知識を習得させるための職業訓練

を実施。

○ 国は、雇用のセーフティネットとして離職

者が再就職に必要な技能及び知識を習得

するための必要最低限の職業訓練を実施。

○ これに加え、都道府県は地域の実情に

よりきめ細かく対応するために、必要な訓

練を実施。

9

１－（２）－③
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離職者訓練（施設内訓練）の概要

○ 国は雇用のセーフティネットとして離職者が再就職に必要な技能及び知識
を習得するための必要最低限の職業訓練を実施。

○ これに加え、都道府県は地域の実情によりきめ細かく対応するために、必
要な訓練を実施。

・ 溶接科 １０．０％

・ 介護サービス科 ７．８％

・ 情報ビジネス科 ６．７％

・ 建築科 ５．７％

・ 機械科 ５．５％

・ 造園科 ５．２％

地域の実情にきめ細かく対応した訓練を実施主にものづくり分野を中心とした訓練を実施

・ 機械科 １８．１％

・ 一般事務科 １３．７％

・ 住宅営繕科 １０．６％

・ 電気工事科 ９．４％

・ 溶接科 ９．２％

・ 建築物設備管理科 ８．２％

※ ％は、全訓練科数に占める割合（平成１８年度実績）

○ 対象 離職者（ハローワークの求職者） 無料

○ 訓練期間等 ６ヶ月
就業範囲の拡大と多様化する職務に対応し、より再就職

に資する訓練とするため、3ヶ月ごとに仕上がり像（訓練目標）

を設定（６ヶ月で２つの関連する職務に係る仕上がり像を設定）。

○ 訓練期間 ６ヶ月～１年

※ ％は、全訓練科数に占める割合（平成１８年度実績）

機 構 都道府県

１－（２）－④
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離職者訓練（委託訓練）の概要①

○ 雇用のセーフティーネットである離職者訓練は、施設内で自ら行うほか、多様な人材

ニーズに機動的に対応するため、民間で実施できるものについては専修学校などの民間教

育訓練機関等へ委託して実施。

○ また、地域ニーズにきめ細かく対応するため、その一部（都道府県の裁量で実施できる

もの）を都道府県を通じて委託。

１ 委託先 教育訓練企業、専修・各種学校等

２ 委託主体
① 独立行政法人雇用・能力開発機構
② 都道府県（職業能力開発主管課等）

３ 訓練対象者 離職者（ハローワークの求職者）

５ 訓練期間等 標準３ヶ月（１ヶ月当たり原則１００時間以上）

７ 委託先の選定等
受託を希望する民間教育訓練機関等に対して訓練内容・規模等を提示。各機関から提出

された事業企画の中から委託主体が適切と認めるものを選定する。

４ 訓練コース
主としてものづくり系以外の分野

例：ＯＡ事務コース、経理事務コース、情報処理システムコース、介護サービスコース等

６ 委託費 受講者1人1月当たり： ６万円（標準）

１－（２）－⑤
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委託訓練の意義

機構が実施する委託訓練の特色

民間教育訓練機関等に対する委託訓練を行うことにより、

○ 離職者に対して日中、継続的に訓練が受講可能な環境を提供
（教育訓練企業においては、土日夜間を中心にコースを設定）

○ モデルカリキュラムの提供等を通じ、離職者に対して就職に直結する訓練機会を創出
（専修学校等においては、資格取得を目的としたコースが約２割）

委託訓練の意義

離職者訓練（委託訓練）の概要②１－（２）－⑤

○ 委託に当たって、機構が有するノウハウ等を提供。
（提供例） ・ 委託先民間教育訓練機関等に対して個別具体的に実施カリキュラムを作成、提示。

・ 都道府県を通じて委託する際に、都道府県に対して、コース設定に係るノウハウ、訓練運営

マニュアル、モデルカリキュラム等を提供。

○ フリーター等を対象とした訓練コースを実施するなど雇用対策と連動した訓練を実施。
・ 年長フリーターの特性を踏まえ、座学より実習を先行させる「企業実習先行型訓練」を実施

・ フリーター等に対する座学と実習を組み合わせた実践的な訓練「日本版デュアル」※を実施

※ 都道府県約２千人に対して、機構約２万６千人；平成１８年度実績

○ 業界団体と共同してカリキュラムを開発。
・ フリーター等の採用意欲の高い業界団体と共同開発した訓練コースによる「再チャレンジコース」を実施。
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公共職業訓練実施状況（離職者訓練）

雇用・能力開発機構雇用・能力開発機構 都都 道道 府府 県県

※委託訓練の就職率は、平成14年度から調査を行っている。 受講者数（うち委託） 就職率（うち委託）

受講者数（うち施設内） 就職率（うち施設内）
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１－（２）－⑥
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雇用対策における離職者訓練の実施

離職者訓練は、雇用情勢の変化に応じ、雇用対策の重点の一つとして機動的に実施。

雇用対策名 雇用対策の内容 対象規模

１ 緊急雇用開発プログラム
（平成10年４月）

・ 離職者等の職業能力開発の推進（公共職業訓練の
機動的・弾力的実施

13,040人（うち機構分8，360人）

２ 雇用活性化総合プラン
（平成10年11月）

・ 中高年求職者就職支援プロジェクトにおける職業能力
開発支援事業の実施

85,000人（機構のみ）

50,000人（うち機構分47，500人）

1,000人（機構のみ）

2,000人（機構のみ）

30,000人（うち機構分20,000人）

238,600人（うち機構分216,300人）

23,000人（うち機構分11,500人）

260,000人（機構＋都道府県。

５からの翌年度繰越し分を含む。）

56,000人（機構のみ）

10,000人（機構のみ）

３ 緊急雇用対策
（平成11年６月）

・ 中高年求職者就職支援プロジェクト等の拡充強化

・ 学卒未就職者の能力開発支援の実施

５ 日本新生のための新発展
政策における雇用対策
（平成12年10月）

・ IT化に対応した総合的な職業能力開発施策の推進

・ 職業能力のミスマッチ解消のための高度人材養成事業

の実施

７ 総合雇用対策における雇用
対策（平成13年９月）

・ 中高年ホワイトカラー離職者等に対する効果的かつ
多様な職業能力開発の強化

・ ITに係る多様な職業能力開発の推進

４ 経済新生対策における雇用
対策（平成11年11月）

・ 新規成長分野における職業訓練の推進

・ 中小企業の発展を担う人材の育成の推進（専修学校等
を活用した能力開発

６ 緊急経済対策における雇用
対策（平成13年４月）

・ 中高年ホワイトカラー離職者向け訓練コースの充実、
IT関連の能力開発の推進）

１－（２）－⑦
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環境問題に対応した訓練コース

（例） 「省エネルギーを意識したエネルギー計画の最適化設計」
エネルギー消費の最適化を図るため必要となる設備構成を理解し、現有設備の運用・

保守監理の最適化を計画・実現できる能力を習得することにより、エネルギー消費の

最小化に資することを目指す訓練。

新たな技術に対応

機構が行う在職者訓練の特徴

した訓練コース

（例） 「難削材・新素材の最新切削加工技術」
工業製品の高性能化に伴い、質的にも多様化している難削材（ｽﾃﾝﾚｽ鋼、ﾁﾀﾝ合金等）

や新素材（形状記憶合金、ｾﾗﾐｯｸ等）の加工を身につけ、新製品等の生産に即応可能な
技術習得を目指す訓練。

生産工程の改善・改良に関する訓練コース

（例） 「油圧システムにおけるトラブルの原因究明と改善」
日常的に生じるトラブルに係る原因究明と改善方法を習得することにより、生産性の

向上を目指す訓練。

技能継承の必要性に対応した訓練コース

（例） 「実践被覆アーク溶接（指導者育成編）」
被覆アーク溶接の作業要領及び溶接部の評価方法を習得し、溶接作業者に対する

技術的指導が可能な人材の養成を目指す訓練。

技術革新や産業構造の変化等に対応し、我が国の競争力を支える中小企業を中心とするものづく
り人材の育成を支援するため、職業に必要な高度な技能及び知識を習得させるための職業訓練を
実施。

１－（２）－⑧
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公共職業訓練実施状況（在職者訓練）
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○ 訓練ニーズの把握、カリキュラム・コース設定

・アンケート調査、ヒアリング調査によるニーズ把握
・生涯職業能力開発体系（仕事の体系と訓練の体系）を用いたニーズの職務分析
・カリキュラムモデルをベースとしてニーズに応じたコース設定

○ 効果的な訓練の実施

・カリキュラムのポイントを押さえた指導
・受講者の習得状況に応じた訓練を実施（補講等）

○ 効果の評価と問題点の把握

・受講者の訓練習得度の把握
・訓練受講者の就職先（あるいは、受講者を派遣した事業主）に対する訓練効果と
問題点の把握

○ カリキュラム、コースの修正

・問題点（足りない技術・技能部分等）を踏まえて、追加・変更すべきニーズ
の把握とカリキュラム・コースの修正

Ｐ

Ａ

Ｃ

Ｄ

職業訓練におけるＰＤＣＡプロセス

離職者訓練、在職者訓練においては、PDCAサイクルによる見直しを実施。

１－（２）－⑩
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国は産業基盤を支えるものづくり人材を育成するため、高度な実践技能者の養成を目的と

した職業訓練を、都道府県は地域の実情に応じ、多様な技能・知識を有する労働者となるた

めに必要な基礎的な訓練を実施。

学卒者訓練の概要①

職業能力開発大学校等

職業能力開発短期大学校等

職業能力開発校 応用課程

専門課程

専門課程修了者等を対象

にした２年間の訓練

高等学校卒業者等を対象

にした２年間の訓練

専門課程
高等学校卒業者等を対象

にした２年間の訓練

１～２年

２年

２年
〔都道府県立 １６５施設〕

〔機構立 １１施設〕

〔機構立 ２４施設〕

〔都道府県立 ９施設〕

中学校卒業

高等学校
卒業

普通課程
中学・高等学校卒業者等を

対象にした１～２年間の訓練

１－（２）－⑪
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学卒者訓練の概要②

普通課程普通課程
（中学・高等学校卒業者等を対象にした（中学・高等学校卒業者等を対象にした

１～２年間の訓練）１～２年間の訓練）

専門課程専門課程
（高等学校卒業者等を対象にした２年間の訓練）（高等学校卒業者等を対象にした２年間の訓練）

応用課程応用課程
（専門課程修了者等を対象にした２年間の訓練）（専門課程修了者等を対象にした２年間の訓練）

実施施設実施施設 職業能力開発校

地域の実情に応じ、地域産業に必
要な多様な技能・知識を有する労働
者を養成

中卒者等（2,800時間（１年につき
概ね1,400時間）以上）、
高卒者等（1,400時間以上）

ＯＡ事務科、機械加工科、自動車整
備科、木造建築科 等

入校者数 ９，１０８人
就職率 ９２．０％（平成１８年度）

応分の負担（都道府県毎に決定）

職業能力開発大学校 等

目目 的的

職業能力開発大学校
職業能力開発短期大学校 等

高度なものづくり人材を育成する
ため、技術革新に対応できる高度
な知識・技能を兼ね備えた実践技能
者を養成

2,800時間（１年につき概ね1,400時間）
以上

生産技術科、電子技術科、
情報技術科、住居環境科 等

入校者数 ３，５０２人
就職率 ９８．１％（平成１８年度）

高度な技能・技術や企画・開発能力
等を習得し、生産技術・生産管理部門
のリーダーとなる人材を養成

訓練時間訓練時間
2,800時間（１年につき概ね1,400時間）
以上

訓練科訓練科
生産機械システム技術科、
建築施工システム技術科 等

実実 績績
入校者数 ８９５人
就職率 ９９．３％（平成１８年度）

受講料受講料 390,000円（１年間：機構） 390,000円（１年間；機構）

１－（２）－⑪
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公共職業訓練実施状況（学卒者訓練）
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１－（２）－⑫



21

○ 職業能力開発大学校の学卒者訓練は、実技・実習を重視。
○ 実技・実習の総訓練時間に占める割合は約６５％。
○ 生産現場等の特に技能分野を担う人材を育成。

職業能力開発大学校の特徴について（国立大学工学部との比較）１－（２）－⑬

職業能力開発大学校 国立大学工学部

○ 就職を目的とする職業訓練 ○ 研究開発型人材の育成を基本

○ 特定の職業（ものづくり関連職種）に就くため

のもの
○ 生産現場等の特に技能分野を中心的に担い、設

計・開発部門に対して提言できる人材の育成を行う
※ 訓練関連職務への就職成果を求められる

○ 就業のほか進学のためのもの

※ 教育内容に関連した就職成果を必ずしも求
められていない

実習と研究 ○ 技能実習の時間が多く、技能の習得と習熟を行う
○ 知識を授け、学芸を教授研究し、知的、道

徳的及び応用的能力を展開させることを目的

実習等の割合

○ 実習と技術・知識を併行して習得する実学融合
の訓練手法とカリキュラム

※ 実技・実習割合：約６５％
※ 実際の生産現場と実際の製造設備を取り入れた訓
練環境

○ 理論に係る講義（座学）及びそれらを検証
するための実験を中心とするカリキュラム

※ 実験・実習割合：約５１％

カリキュラムの
基礎

○ カリキュラムのベースとなるものは生産現場等
における職務

※ 一般教育科目としては、ものづくり現場（職場）
において必要な安全教育、社会人（躾等）教育
などを重視

○ 学術・理論からなるカリキュラム
※ 一般教育科目は教養科目が主である

卒業研究
○ 卒業前には課題として実際のものづくり（制作
課題）を行う（総合制作実習）

○ 主として卒業論文（研究）である

目指すところ
（目的）
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職業能力開発大学校と国立大学工学部の総訓練時間・取得単位の比較表

※１ 職業能力開発大学校の修了までの単位数 ３１２単位 総訓練時間 ５，６１６時間

（修了に必要な時間数は、総訓練時間：５，６１６時間の８割以上）
※２ 国立大学工学部の卒業に必要な単位数 １２４単位 総授業時間 ３，０００時間

（大学設置基準による）

※３ 国立大学文系学部の卒業に必要な単位数 １２４単位 総授業時間 １，８６０時間

注） 職業能力開発大学校の1単位については18時間で算出。国立大学については、学科1単位：15時間、演習1単位：30時間、
実習1単位：45時間で算出。

○ 職業能力開発大学校の総訓練時間、実技・実習時間は、国立大学に比べ相当長く
なっている。

一般教育 系 基 礎 専 攻 応 用

学 科 開発課題実習

１８ ２８ １４ ６４ １３４ ５４ ２０２ ３１２

教養科目 専 門 科 目
実技･実習
単位小計

総単位
合計国立大学工学部

（４年間）
学科４８ 学科３４ 演習８ 実習３４ ３４ １２４

実技･実習
単位小計

総単位
合計学 科 学 科 実 技 実 技職業能力開発大学校

（４年間）

比 較比 較

５１．０％１，５３０時間３，０００時間国立大学工学部

６４．７％３，６３６時間５，６１６時間職業能力開発大学校

総訓練時間に占める実技・実習
時間の割合実技・実習時間総訓練時間

１－（２）－⑭
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１ 職業訓練の政策的位置づけ、必要性

（３）ものづくり政策における位置づけと役割

① ものづくり基盤技術振興基本法（抄）

② ものづくり人材の育成

③ 離職者訓練（施設内訓練）におけるものづくり人材の育成

④ 在職者訓練におけるものづくり人材の育成

⑤ ものづくり政策に対応した人材育成（学卒者訓練）

・・・・・・・・・・・２４

・・・・・・・・・・・２５

・・・・・・・・・・・２６

・・・・・・・・・・・２７

・・・・・・・・・・・２８
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（国の責務）

第四条 国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及

びこれを実施する責務を有する。

（ものづくり労働者の確保等）

第十二条 国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、

ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

一 失業の予防その他雇用の安定を図ること。

二 職業訓練及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発及び向上を図る

こと。

三 ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その

他福祉の増進を図ること。

ものづくり基盤技術振興基本法（平成１１年法律第２号）（抄）１－（３）－①
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○ 学卒者訓練修了生の多くは、ものづくり分野の中小企業に就職。

○ 在職者訓練は、自ら職業訓練の実施が困難な中小企業の労働者を中心にものづくり

系の高度な訓練を実施。

○ 中小企業分野におけるものづくり人材の育成を支援。
（例１）地域の中小企業事業者等の連携

・ 地元金型工業会と連携し、現場の実践的な技能を備えた人材の育成を目指して、同工業会

機構は、我が国の産業基盤を支える中小企業のものづくりを担う人材を育成。

が傘下企業の訓練ｶﾘｷｭﾗﾑを作成、機構がOFF-JTを実施。
・ 地元企業との連携により、生産管理や技能継承方法に係る指導技法を開発。

企業のグループリーダーを集め、これらの能力を付与する「総合的ものづくり推進事業」

（例２）施設の貸与、講師の派遣等
・ 職業訓練を行う事業主からの要望に対して、施設内の実習場を貸与。
・ 電気・機械関連工業会が会員企業の若手社員にロボット制御に係る講習を実施するに

当たり、必要な訓練指導員を講師として派遣。

○ 離職者訓練

ものづくり人材の育成

については、民間教育訓練機関では実施できない訓練について、ものづ

くり系を中心に実施。

１－（３）－②
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離職者訓練（施設内訓練）におけるものづくり人材の育成

※ ％は、全訓練科数に占める割合（平成１８年度実績）

・機械科 １８.１％

・住宅営繕科 １０.６％

・電気工事科 ９.４％

・溶接科 ９.２％

・建築物設備管理科 ８.２％

・その他ものづくり系 １９.７％
（機械・建築製図科、ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ科、ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御ｼｽﾃﾑ科）

主なコース例主なコース例

機構が行う離職者訓練は、大部分（７５．２％）が「ものづくり系」となっている。

１－（３）－③
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分分 野野 割割 合合 主主 なな 訓訓 練練 ココ ーー スス 例例

機械システム系 ３８．９％ フライス盤・NC旋盤実践技術、TIG溶接・油圧制御機器保全技術

情報システム系 ２３．０％ デジタル信号解析手法と信号処理への応用

電気・電子系 ２２．０％
電気工作物の実践施工技術、周辺機器制御（PIC）技術、電子回
路設計・製作技術、組み込みシステム開発技法、

居住・建築系 ５．７％
給排水設備施工管理技術、冷凍空調応用技術、免震工法・制振工
法建物の振動解析と設計技術

※ ％は、全訓練コース数に占める割合（平成１８年度実績）

在職者訓練におけるものづくり人材の育成

機構が行う在職者訓練は、そのほとんどが「ものづくり系」となっている。

１－（３）－④
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１．組込みソフトウェアに係る技術
２．金型に係る技術
３．電子部品・デバイスの実装に係る技術
４．プラスチック成形加工に係る技術
５．粉末冶金に係る技術
６．溶射に係る技術
７．鍛造に係る技術
８．動力伝達に係る技術
９．部材の結合に係る技術

１０．鋳造に係る技術
１１．金属プレス加工に係る技術
１２．位置決めに係る技術
１３．切削加工に係る技術
１４．織染加工に係る技術
１５．高機能化学合成に係る技術
１６．熱処理に係る技術
１７．溶接に係る技術
１８．めっきに係る技術
１９．発酵に係る技術
２０．真空の維持に係る技術

ものづくり政策に対応した人材育成（学卒者訓練）

特定ものづくり基盤技術 （２０技術）

雇用・能力開発機構
※職業能力開発大学校・短期大学校等（24施設）

全訓練科数 １０９科
うち特定ものづくり基盤技術に対応

８８科 → 対応率 ８０．７％

（例）生産技術科、制御技術科、電子技術科

全訓練科数 ３８科
うち特定ものづくり基盤技術に対応

３２科 → 対応率 ８４．２％

（例）生産機械システム技術科
生産電子システム技術科

全訓練科数 １４７科
うち特定ものづくり基盤技術に対応

１２０科 → 対応率 ８１．６％

専門課程

応用課程

合計

（注）平成１８年度訓練科実績（学卒者訓練）

中小企業のものづくり基盤技術の高度化中小企業のものづくり基盤技術の高度化
に関する法律（平成１８年法律第３３号）に関する法律（平成１８年法律第３３号）

機構が実施する学卒者訓練の約８割が「特定ものづくり基盤技術」に対応

１－（３）－⑤

28
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２ 民間、地方公共団体との関係

① 官民の役割分担と連携

② 国と地方の役割分担と連携

③ 公共職業訓練のインフラ整備

・・・・・・・・・・３０

・・・・・・・・・・３１

・・・・・・・・・・３３
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官民の役割分担と連携２－①

※１０都道府県におけるサンプル調査

主な委託先※

ものづくり分野中心
IT・事務系等

非ものづくり分野中心

離
職
者
訓
練

在
職
者
訓
練

学
卒
者
訓
練

公共職業能力開発施設

離職者訓練の委託

企業への訓練
費用等の助成

専修学校、
教育訓練企業等の
民間教育訓練機関

地域の民間との役割分担の下、
ものづくり分野については、公共
職業能力開発施設で実施。
非ものづくり分野については、

専修学校・教育訓練企業等の民
間教育訓練機関を活用した委託
訓練を実施。

民間との役割分担の下、ものづ
くり分野については、公共職業
能力開発施設で実施。
非ものづくり分野については、

企業へ、訓練費用等を助成。

民間との役割分担の下、ものづ
くり分野については、公共職業
能力開発施設で実施。

主な委託先 ※

・株式会社等 69%

・専修・各種学校 20%
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○ 国（雇用・能力開発機構）は、雇用対策の観点から、セーフティネットとしての離転職者

の早期再就職を図るための職業訓練を実施。

○ 主として在職者を中心に、高度・先導的な職業訓練を開発し、普及させるとともに、自ら

当該訓練を実施。

○ 地方公共団体は、地域産業の人材ニーズや職業訓練ニーズをきめ細かく把握しつつ、これ

に対応した職業訓練を行う等、地域の実情に応じた職業能力開発を推進する役割。

○ 地方公共団体としての産業施策や福祉施策と一体となり、関係機関との連携を図りつつ、

雇用の創出や安定に向けた取組。

国と地方の役割分担と連携

○ 国と地方の役割分担を踏まえつつ、効果的な職業能力開発行政を推進するため、両者は

密接に連携を図り、職業訓練コースの設定等について必要な調整。

○ 若者、障害者、母子家庭の母、生活保護受給者等に対する職業能力開発施策については、

都道府県のみならず、市町村も含め連携を進めること等により、これらの者の地域における

職業的自立を促進。

連 携連 携

役割分担役割分担

２－②


